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〔
商
法
　
三
〇
二
〕
　
代
表
取
締
役
が
取
締
役
会
決
議
を
経
な
い
で
な
し
た
新
株
発
行
の
効
力

〔
判
示
事
項
〕

　
専
ら
被
告
の
人
的
・
物
的
基
礎
に
変
動
を
も
た
ら
す
組
織
法
上
の
行
為

と
し
て
の
性
質
を
有
す
る
新
株
発
行
は
、
有
効
な
取
締
役
会
の
決
議
を
経

る
こ
と
を
要
す
る
。

〔
参
照
条
文
〕

　
商
法
二
八
○
条
ノ
一
五
・
二
八
○
条
ノ
ニ
第
一
項

〔
事
　
実
〕

　
被
告
Y
会
社
は
、
昭
和
三
五
年
三
月
二
七
目
に
設
立
さ
れ
た
、
本
件
新

株
発
行
に
至
る
ま
で
資
本
の
額
一
四
〇
〇
万
円
、
発
行
済
株
式
の
総
数
二

万
八
O
O
O
株
（
一
株
の
金
額
五
〇
〇
円
）
の
株
式
会
社
で
あ
る
．
そ
の
株
主

は
、
原
告
X
（
二
万
〇
五
五
〇
株
）
、
X
の
妻
訴
外
A
（
四
四
三
〇
株
）
、
X
・

A
の
長
男
訴
外
B
、
同
長
女
訴
外
C
（
両
名
合
計
三
〇
二
〇
株
）
の
四
名
で
あ

り
、
取
締
役
は
、
X
、
A
（
以
上
両
名
が
代
表
取
締
役
）
、
C
で
あ
る
。
Y
会

社
は
、
昭
和
五
八
年
一
〇
月
一
九
日
を
払
込
期
日
と
し
て
、
一
株
の
金
額

を
五
〇
〇
円
と
す
る
額
面
株
式
二
万
株
の
新
株
発
行
を
し
、
そ
の
旨
の
株

（
叢
羅
難
馨
）

式
会
社
変
更
登
記
を
経
由
し
た
。
し
か
し
、
右
変
更
登
記
の
申
請
書
に
添

付
さ
れ
た
昭
和
五
八
年
一
〇
月
五
日
付
本
件
議
事
録
に
は
、
同
目
午
前
一

〇
時
川
口
市
柳
根
町
二
二
番
一
号
所
在
の
Y
会
社
本
店
に
お
い
て
、
Y
会

社
の
取
締
役
会
が
開
催
さ
れ
、
取
締
役
全
員
が
出
席
し
、
全
員
一
致
の
意

見
を
も
っ
て
、
ω
額
面
普
通
株
式
二
万
株
（
額
面
金
五
〇
〇
円
）
を
発
行
す
る
、

㈲
新
株
の
発
行
価
額
は
一
株
に
つ
き
金
七
五
〇
円
と
す
る
、
⑥
払
込
期
目

は
昭
和
五
八
年
一
〇
月
一
九
日
と
す
る
．
㈲
募
集
の
方
法
は
全
部
公
募
と

す
る
旨
の
決
議
が
な
さ
れ
た
と
の
記
載
が
あ
る
が
、
取
締
役
会
が
開
催
さ

れ
た
事
実
は
な
い
。
前
掲
変
更
登
記
申
請
書
に
添
付
さ
れ
た
株
式
申
込
証

お
よ
び
株
式
払
込
金
保
管
証
明
書
に
は
訴
外
A
が
新
株
二
万
株
を
引
き
受

け
て
金
一
五
〇
〇
万
円
の
払
込
を
な
し
た
と
の
記
載
が
な
さ
れ
て
い
る
。

Y
会
社
は
、
本
件
新
株
に
つ
き
公
募
の
手
続
を
一
切
と
っ
て
い
な
か
っ
た
。

　
原
告
X
は
、
ω
本
件
議
事
録
の
記
載
は
虚
偽
で
あ
り
、
原
告
の
署
名
押

印
部
分
は
偽
造
で
あ
っ
て
、
取
締
役
会
が
開
催
さ
れ
た
事
実
は
な
い
こ
と
、

ω
Y
会
社
は
、
本
件
新
株
発
行
に
つ
い
て
商
法
二
八
O
条
の
三
の
二
所
定
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判例研究

の
新
株
発
行
事
項
の
公
告
又
は
株
主
へ
の
通
知
を
な
し
て
い
な
い
こ
と
、

⑥
前
掲
変
更
登
記
申
請
書
添
付
の
株
式
申
込
証
お
よ
び
株
式
払
込
金
保
管

証
明
書
に
は
、
訴
外
A
が
新
株
二
万
株
を
引
受
け
て
、
金
一
五
〇
〇
万
円

の
払
込
を
な
し
た
と
さ
れ
る
が
、
同
人
に
は
金
一
五
〇
〇
万
円
の
払
込
を

な
す
資
力
は
な
く
、
Y
会
社
の
資
金
を
流
用
し
て
払
込
を
仮
装
し
た
も
の

で
あ
っ
て
、
株
式
払
込
の
実
体
は
な
い
こ
と
、
を
理
由
と
し
て
、
新
株
発

行
無
効
の
訴
を
提
起
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
Y
会
社
は
、
ω
本
件
新
株
発

行
は
、
昭
和
五
四
年
一
二
月
一
九
日
Y
会
社
の
代
表
取
締
役
に
就
任
し
、

Y
会
社
の
経
営
か
ら
全
く
手
を
ひ
い
た
X
か
ら
Y
会
社
の
経
営
一
切
を
委

任
さ
れ
、
名
実
と
も
に
Y
会
社
の
経
営
者
と
な
っ
て
い
た
訴
外
A
が
、
昭

和
五
八
年
八
月
こ
ろ
、
X
に
新
株
を
発
行
す
る
旨
説
明
し
、
X
の
了
承
を

得
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
前
記
取
締
役
会
議
事
録
も
X
の
A
に
対
す
る

包
括
的
委
任
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
形
式
的
に
は

Y
会
社
の
取
締
役
会
の
決
議
を
経
て
は
い
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
あ
っ

た
と
同
視
し
う
る
実
体
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
新
株
発
行
は
取
締

役
会
の
決
議
に
基
づ
く
も
の
と
看
倣
す
べ
ぎ
で
あ
る
こ
と
、
㈲
Y
会
社
は
．

商
法
二
八
○
条
ノ
三
ノ
ニ
所
定
の
新
株
発
行
事
項
を
口
頭
で
通
知
し
た
か

ら
、
同
条
に
違
反
す
る
事
実
は
な
い
こ
と
、
㈲
X
が
、
Y
会
社
の
経
営
権

を
め
ぐ
る
争
い
を
蒸
し
返
し
、
そ
の
経
営
全
て
を
訴
外
A
に
一
任
し
て
い

た
こ
と
を
全
く
忘
れ
た
か
の
如
き
態
度
で
、
株
主
と
し
て
の
権
利
に
固
執

し
、
本
件
新
株
発
行
の
無
効
を
主
張
す
る
こ
と
は
信
儀
則
に
反
し
、
権
利

の
濫
用
で
あ
る
こ
と
、
を
抗
弁
し
た
。

〔
判
　
旨
〕

請
求
認
容
．

一
、
「
仮
に
右
新
株
発
行
に
つ
い
て
X
の
事
前
の
了
承
が
あ
っ
た
と
し
て

も
、
取
締
役
会
の
決
議
は
過
半
数
の
取
締
役
が
出
席
す
る
会
議
体
で
こ
れ

を
な
す
こ
と
を
要
し
（
商
法
二
六
〇
条
第
一
項
参
照
）
、
右
以
外
の
方
法

に
よ
る
決
議
は
、
無
効
と
解
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
（
最
高
裁
判
所
第
一
小

法
廷
昭
和
四
四
年
一
一
月
二
七
目
判
決
民
集
二
三
巻
一
一
号
二
三
〇
一

頁
）
、
被
告
の
右
主
張
は
理
由
が
な
い
。
」

二
、
「
本
件
新
株
発
行
は
、
こ
れ
を
Y
会
社
の
業
務
執
行
に
準
ず
る
行
為

と
み
る
ぺ
き
限
り
で
は
な
く
、
Y
会
社
の
資
本
を
増
加
さ
せ
る
と
と
も
に
、

訴
外
A
の
持
株
数
の
み
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
同
人
の
株
主
総
会

に
お
け
る
議
決
権
の
比
率
を
著
し
く
高
め
、
X
そ
の
他
の
株
主
の
そ
れ
を

相
対
的
に
低
下
さ
せ
る
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
て
、
専
ら
、

Y
会
社
の
人
的
物
的
基
礎
に
変
動
を
も
た
ら
す
組
織
上
の
行
為
と
目
す
ぺ

き
で
あ
り
、
か
か
る
性
質
を
有
す
る
本
件
新
株
発
行
は
、
有
効
な
取
締
役

会
の
決
議
を
経
る
こ
と
を
要
し
、
こ
れ
を
欠
く
場
合
に
は
無
効
と
解
す
べ

き
で
あ
る
。
ま
た
、
本
件
新
株
発
行
を
無
効
と
し
て
も
、
取
引
の
安
全
が

害
さ
れ
る
こ
と
が
全
く
な
い
こ
と
は
、
前
記
事
実
か
ら
明
ら
か
で
あ
っ
て
、

こ
の
こ
と
も
右
判
断
を
支
え
る
一
つ
の
事
由
た
り
う
る
と
い
う
べ
き
で
あ

る
。
」

〔
研
　
究
〕

一
、
本
件
は
、
表
面
上
は
、
代
表
取
締
役
二
名
の
う
ち
の
一
名
（
訴
外
A
）

が
取
締
役
会
決
議
の
開
催
の
手
続
そ
の
他
必
要
な
公
募
の
た
め
の
手
続
一

切
を
と
ら
ず
に
行
っ
た
新
株
発
行
に
つ
い
て
、
株
主
で
も
あ
る
他
方
の
代
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表
取
締
役
（
原
告
X
）
が
提
起
し
た
新
株
発
行
無
効
の
訴
で
あ
る
が
、
紛
争

の
実
体
は
、
Y
会
社
の
資
本
増
加
に
よ
り
、
自
ら
の
持
株
数
を
ふ
や
す
と

い
う
手
段
を
用
い
て
会
社
に
お
け
る
発
言
力
の
強
化
を
企
図
し
た
訴
外
A

と
、
そ
れ
に
対
抗
し
た
X
の
、
会
社
内
部
の
利
害
対
立
で
あ
る
．
商
法
は
、

新
株
発
行
の
方
法
と
し
て
、
新
株
引
受
権
を
株
主
に
与
え
て
新
株
を
発
行

す
る
株
主
割
当
、
株
主
以
外
の
第
三
者
に
新
株
を
割
り
あ
て
る
第
三
者
割

当
、
そ
し
て
公
募
の
三
つ
の
形
態
を
予
定
し
て
い
る
．
本
件
の
よ
う
な
小

規
模
閉
鎖
会
社
が
資
金
調
達
を
行
う
際
に
は
、
通
常
、
株
主
割
当
の
方
法

が
と
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
旧
株
主
の
地
位
．
す
な
わ
ち
そ
の
経
済
的
利

益
お
よ
び
支
配
的
利
益
が
侵
害
さ
れ
る
お
そ
れ
は
な
い
の
に
対
し
て
、
こ

れ
以
外
の
方
法
が
と
ら
れ
る
場
合
に
は
、
旧
株
主
の
支
配
的
利
益
と
、
発

行
条
件
に
よ
っ
て
は
経
済
的
利
益
が
奪
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
新
株
発

行
が
効
力
を
生
ず
る
前
で
あ
れ
ぽ
、
す
べ
て
の
法
令
・
定
款
違
反
は
差
し

止
め
の
対
象
と
な
り
（
商
法
二
七
二
条
、
二
八
○
条
ノ
一
〇
）
、
取
締
役
が
会
社

に
お
け
る
支
配
を
確
立
す
る
た
め
自
己
ま
た
は
そ
の
関
係
者
に
多
数
の
新

株
を
発
行
す
る
場
合
の
よ
う
に
、
著
し
く
不
公
正
な
方
法
に
よ
る
発
行
も

ま
た
、
新
株
発
行
差
止
の
原
因
と
解
さ
れ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
、
新
株

発
行
無
効
の
訴
に
関
し
て
は
、
一
た
ん
新
株
発
行
が
効
力
を
発
生
し
会
社

が
そ
の
規
模
を
拡
大
し
て
活
動
を
始
め
た
以
上
、
新
株
主
お
よ
び
第
三
者

の
保
護
の
見
地
か
ら
、
そ
の
無
効
原
因
は
な
る
べ
く
狭
く
解
す
る
べ
き
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
判
断
の
た
め
に
は
、
会

社
・
旧
株
主
・
新
株
主
等
の
利
益
衡
量
を
な
す
必
要
が
あ
る
．

　
本
件
に
お
い
て
は
、
判
旨
第
一
点
は
、
X
の
事
前
の
了
承
が
あ
っ
た
と

し
て
も
、
取
締
役
会
は
過
半
数
の
取
締
役
が
出
席
す
る
会
議
体
で
の
決
議

に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
最
高
裁
判
所
例
を
引
用
し
た
上
で
、

そ
れ
を
無
効
と
解
し
て
い
る
が
、
取
締
役
会
に
お
い
て
は
、
そ
の
会
議
の

場
で
十
分
議
論
が
尽
く
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
か
ら
、
持
廻
り
決
議
等
を
許

さ
な
い
と
解
す
る
の
が
通
説
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
全
く
異

論
は
な
い
．

　
更
に
、
判
旨
第
二
点
は
、
本
件
新
株
発
行
は
こ
れ
を
業
務
執
行
に
準
ず

る
行
為
と
み
る
べ
ぎ
限
り
で
は
な
く
、
専
ら
人
的
・
物
的
基
礎
に
変
動
を

も
た
ら
す
組
織
法
上
の
行
為
で
あ
る
と
し
て
、
有
効
な
取
締
役
会
決
議
を

欠
く
場
合
に
は
、
新
株
発
行
は
無
効
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
解
し
て
も
取

引
の
安
全
が
害
さ
れ
る
こ
と
が
全
く
な
い
こ
と
も
、
こ
の
判
断
を
支
え
る

一
つ
の
事
由
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
．
代
表
取
締
役
が
有
効
な
取
締
役
会

決
議
に
基
づ
か
ず
に
、
ま
た
は
こ
れ
に
反
し
て
な
し
た
新
株
発
行
の
効
力

に
つ
い
て
は
、
判
例
は
一
貫
し
て
有
効
説
を
と
っ
て
お
り
、
学
説
も
多
数

説
が
こ
れ
を
支
持
す
る
も
の
の
、
無
効
説
や
折
衷
説
も
有
力
に
主
張
さ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
．
判
決
の
結
論
に
は
賛
成
で
あ
る
が
、
私
は
旧
株

主
の
支
配
的
利
益
を
重
視
し
、
こ
の
よ
う
な
新
株
発
行
は
無
効
と
解
す
る

べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
、
判
決
の
理
論
構
成
に
は
疑
問
が
残
る
．
以

下
、
こ
の
点
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
い
と
考
え
る
．

二
、
ま
ず
、
一
般
的
問
題
と
し
て
、
代
表
取
締
役
が
有
効
な
取
締
役
会
決

議
に
基
づ
か
ず
に
、
ま
た
は
、
こ
れ
に
反
し
て
な
し
た
行
為
の
効
力
に
つ

い
て
は
、
取
締
役
会
決
議
は
会
社
の
内
部
的
意
思
決
定
に
す
ぎ
な
い
と
し

て
、
代
表
取
締
役
の
行
っ
た
行
為
は
原
則
と
し
て
有
効
と
解
す
る
立
場
も
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あ
る
が
（
松
田
“
鈴
木
・
条
解
株
式
会
社
法
上
二
八
四
頁
）
、
決
議
を
遵
守
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
会
社
利
益
と
代
表
取
締
役
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た

行
為
を
信
頼
し
た
第
三
者
利
益
を
比
較
し
て
具
体
的
に
決
す
べ
き
と
す
る

の
が
、
学
説
多
数
の
見
解
で
あ
る
．

　
そ
し
て
、
前
述
の
よ
う
に
、
取
締
役
会
決
議
に
基
づ
か
な
い
新
株
発
行

の
効
力
に
つ
い
て
も
、
学
説
は
大
き
く
三
つ
に
わ
か
れ
て
い
る
と
言
え
る
．

　
ま
ず
、
有
効
説
は
、
新
株
発
行
が
組
織
法
上
の
行
為
で
あ
る
こ
と
に
つ

い
て
は
否
定
し
な
い
が
、
昭
和
二
五
年
の
商
法
改
正
で
、
授
権
資
本
制
度

が
採
用
さ
れ
た
結
果
、
新
株
発
行
は
業
務
執
行
に
準
ず
る
関
係
と
し
て
取

り
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
取
締
役
会
決
議
は
会
社
内
部
の
意
思

決
定
に
す
ぎ
な
い
か
ら
取
引
の
安
全
を
重
視
す
べ
き
こ
と
、
の
二
点
を
理

由
と
し
て
、
取
締
役
会
決
議
を
欠
く
新
株
発
行
も
有
効
で
あ
る
と
解
し
て

い
る
（
鈴
木
”
石
井
・
改
正
株
式
会
社
法
解
説
二
五
〇
頁
．
西
原
・
会
社
法
（
商
法

講
義
H
）
（
第
二
版
）
一
五
八
頁
、
石
井
・
会
社
法
下
巻
六
三
頁
、
伊
沢
・
「
新
株
発
行

の
手
続
」
株
式
会
社
法
講
座
第
四
巻
一
壬
一
二
頁
。
河
本
・
現
代
会
社
法
（
新
訂
第

二
版
）
二
五
三
頁
。
木
内
・
会
社
法
（
企
業
法
学
H
）
三
〇
二
頁
。
山
崎
・
注
釈
会
社

法
（
5
）
二
三
六
頁
。
近
藤
・
新
版
注
釈
会
社
法
（
7
）
三
五
〇
頁
。
龍
田
・
会
社
法
二

五
三
頁
。
加
藤
・
商
法
の
争
点
（
第
二
版
）
一
五
二
頁
）
．
つ
ぎ
に
、
無
効
説
は
、

新
株
発
行
は
、
会
社
の
人
的
物
的
組
織
の
拡
大
で
あ
る
か
ら
、
単
な
る
取

引
上
の
行
為
と
は
区
別
す
べ
き
で
、
取
締
役
会
決
議
は
、
昭
和
二
五
年
改

正
前
の
増
資
決
議
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
、
新
株
発
行
の
有
効
要
件
で

あ
る
と
す
る
（
田
中
（
誠
）
・
再
全
訂
会
社
法
詳
論
下
巻
九
六
九
頁
以
下
．
同
．
青

山
法
学
論
集
四
巻
一
号
八
一
頁
以
下
。
田
中
（
耕
）
・
改
訂
会
社
法
概
論
下
巻
四
九
四

頁
。
大
隅
”
大
森
・
逐
條
改
正
会
社
法
解
説
三
四
〇
頁
。
大
隅
”
今
井
・
新
版
会
社

法
論
中
巻
H
六
三
八
頁
。
野
津
・
「
代
表
取
締
役
」
株
式
会
社
法
講
座
第
三
巻
一
一
〇

七
頁
注
七
。
服
部
・
民
商
法
雑
誌
四
五
巻
四
号
五
六
一
頁
。
高
鳥
・
会
社
法
（
改
訂

版
）
二
四
九
頁
。
清
水
（
新
）
・
財
政
経
済
弘
報
六
〇
二
号
六
頁
．
清
水
（
巌
）
・
「
新
株

の
発
行
」
判
例
演
習
講
座
商
法
王
三
三
頁
）
。
学
説
の
多
数
は
、
有
効
説
を

支
持
す
る
よ
う
で
あ
る
が
、
無
効
説
も
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

原
則
と
し
て
有
効
説
を
と
る
が
、
当
初
の
引
受
人
ま
た
は
そ
の
者
か
ら
の

悪
意
の
譲
受
人
の
も
と
に
新
株
が
と
ど
ま
っ
て
い
る
か
ぎ
り
で
は
、
取
引

の
安
全
を
考
慮
す
る
必
要
が
な
く
、
新
株
の
無
効
を
主
張
し
う
る
と
解
す

る
折
衷
説
も
近
時
比
較
的
多
く
の
賛
成
を
得
て
い
る
（
鈴
木
・
「
新
株
発
行
の

差
止
と
無
効
」
商
法
研
究
皿
二
三
三
頁
以
下
。
鈴
木
肺
竹
内
・
会
社
法
（
新
版
）
三
九

三
頁
以
下
。
北
沢
・
会
社
法
（
新
版
）
四
九
六
頁
。
石
田
・
会
社
法
判
例
百
選
（
第
四

版
）
一
三
五
頁
。
植
村
・
商
法
の
判
例
（
第
三
版
）
一
一
六
頁
）
。

　
こ
の
よ
う
に
学
説
は
対
立
し
て
い
る
が
、
判
例
は
一
貫
し
て
有
効
説
の

立
場
を
と
っ
て
き
た
（
最
判
昭
和
三
六
．
三
．
三
一
民
集
一
五
巻
一
“
四
号
六
四

五
頁
。
東
京
高
判
昭
和
一
三
・
一
一
・
一
六
高
民
九
巻
一
〇
号
六
三
七
頁
。
東
京
高

判
昭
和
四
七
・
四
・
一
八
高
民
二
五
巻
二
号
一
八
二
頁
。
大
阪
地
判
昭
和
二
八
・

六
・
一
九
下
民
四
巻
六
号
八
八
六
頁
。
東
京
地
判
昭
和
一
三
・
二
・
二
〇
下
民
七
巻

二
号
三
八
九
頁
。
横
浜
地
判
昭
和
五
〇
・
三
二
一
五
下
民
二
六
巻
一
凹
四
合
併
号
三

二
四
頁
。
東
京
地
判
昭
和
五
六
・
三
・
五
タ
イ
ム
ズ
四
四
三
号
一
四
四
頁
）
。
し
か

し
、
新
株
発
行
会
社
の
特
殊
な
事
情
を
考
慮
し
て
、
新
株
発
行
を
無
効
と

す
る
下
級
審
判
例
も
見
ら
れ
る
．
「
例
外
的
に
発
行
新
株
数
が
少
な
く
、

引
受
人
が
右
代
表
取
締
役
と
特
殊
の
関
係
に
あ
る
少
数
者
に
限
ら
れ
、
そ

107



法学研究63巻4号（’90：4）

の
新
株
が
特
に
発
行
後
六
月
以
内
譲
渡
さ
れ
て
お
ら
ず
、
会
社
が
少
資
本

で
少
数
の
株
主
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
等
、
新
株
発
行
を
無
効
と
し
て

も
株
式
取
引
の
安
全
を
害
さ
な
い
特
別
の
事
情
あ
る
場
合
」
（
大
分
地
判
昭

和
四
七
・
三
・
三
〇
判
時
六
六
五
号
九
〇
頁
）
や
、
「
発
行
株
式
数
も
少
な
く
．

引
受
人
も
す
ぺ
て
被
告
会
社
代
表
者
と
そ
の
親
族
に
限
ら
れ
て
」
お
り
、

引
受
人
が
「
本
件
新
株
発
行
を
な
す
こ
と
、
及
び
こ
れ
ら
を
す
べ
て
同
人

ら
が
引
受
け
る
こ
と
を
合
意
し
、
本
件
新
株
発
行
手
続
を
被
告
会
社
代
表

者
に
一
任
し
た
」
と
い
う
よ
う
な
、
そ
の
新
株
発
行
に
関
し
て
「
そ
の
法

律
関
係
の
安
定
を
保
護
す
る
必
要
が
な
い
場
合
」
（
名
古
屋
地
判
昭
和
五
〇
．

六
二
〇
下
民
二
六
巻
五
膳
八
号
四
七
九
頁
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
本
判
決
も
ま

た
、
以
上
の
二
判
例
と
同
様
に
、
折
衷
説
の
立
場
に
立
っ
て
判
断
を
な
し

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
．

三
、
し
か
し
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
有
効
説
お
よ
び
折
衷
説
に
つ
い
て
は
、

以
下
の
点
に
お
い
て
間
題
が
あ
る
。

　
ま
ず
、
そ
の
理
由
の
第
一
点
と
し
て
は
、
有
効
説
が
、
新
株
発
行
を
業

務
執
行
に
準
ず
る
行
為
と
解
す
る
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。
昭
和
二
五
年

の
商
法
改
正
で
は
、
授
権
資
本
制
度
の
採
用
に
よ
っ
て
、
新
株
発
行
の
決

定
権
限
は
株
主
総
会
か
ら
取
締
役
会
へ
と
移
譲
し
、
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
打

ち
切
り
発
行
が
商
法
二
八
○
条
ノ
九
で
認
め
ら
れ
た
が
、
こ
れ
ら
は
．
資

金
調
達
の
容
易
化
の
観
点
か
ら
い
れ
ら
れ
た
規
定
に
す
ぎ
ず
、
新
株
発
行

自
体
の
性
質
を
変
ず
る
要
因
と
は
な
っ
て
い
な
い
は
ず
で
あ
り
、
社
債
の

売
出
発
行
等
を
こ
れ
と
同
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
．
新
株
発
行
は
資
本

増
加
と
と
も
に
株
主
の
創
設
も
伴
う
と
こ
ろ
の
会
社
法
上
重
要
な
組
織
行

為
で
あ
ウ
て
、
会
社
0
支
配
関
係
に
重
大
な
影
響
を
及
ぽ
す
こ
と
を
勘
案

す
れ
ば
、
慎
重
な
手
続
の
遵
守
を
要
求
す
る
の
が
正
当
と
い
え
よ
う
．
な

ん
と
な
れ
ば
、
そ
れ
は
有
効
説
に
よ
り
、
取
締
役
会
の
決
議
を
へ
ず
に
代

表
取
締
役
が
恣
意
に
よ
っ
て
新
株
発
行
を
行
っ
て
も
そ
れ
が
有
効
で
あ
る

と
の
解
釈
が
と
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
商
法
二
八
○
条
ノ
ニ
が
要
求
す
る

手
続
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
よ
ら
な
い
代
表
取
締
役
の
自
ら
に
有
利

な
会
社
支
配
が
確
立
さ
れ
る
結
果
を
生
ず
る
お
そ
れ
も
あ
る
か
ら
で
あ
る

（
服
部
・
前
掲
五
六
一
頁
．
清
水
（
新
）
・
前
掲
六
頁
）
。
ま
た
．
法
は
，
株
式
の

発
行
価
額
そ
の
他
の
発
行
条
件
は
そ
の
発
行
毎
に
こ
れ
を
均
等
に
定
め
る

こ
と
を
要
求
し
（
商
法
二
八
O
条
ノ
三
）
、
申
込
は
同
一
内
容
の
株
式
申
込
証

に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
と
し
て
（
商
法
二
八
O
条
ノ
六
）
、
新
株
発
行
を
一
体
性

を
有
す
る
も
の
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
商
法
二
八
○
条
ノ
九
は
例
外
に
す

ぎ
ず
、
新
株
発
行
の
一
体
性
が
緩
和
さ
れ
た
も
の
と
解
す
る
の
は
あ
た
ら

な
い
（
田
中
（
誠
）
・
前
掲
青
山
法
学
論
集
八
二
頁
。
大
隅
“
今
井
・
前
掲
書
六
三
八

頁
。
加
藤
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
七
七
号
七
四
頁
）
。

　
第
二
点
と
し
て
は
、
有
効
説
が
旧
株
主
の
利
益
と
取
引
の
安
全
を
比
較

衡
量
し
、
こ
れ
を
無
効
と
解
す
れ
ば
、
新
株
主
や
資
本
増
加
に
信
頼
し
た

会
社
債
権
者
を
害
す
る
こ
と
に
な
る
と
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
．

有
効
説
は
、
現
行
法
上
株
主
の
新
株
引
受
権
は
一
般
的
に
認
め
ら
れ
て
お

ら
ず
（
前
田
・
会
社
判
例
百
選
（
新
版
）
一
七
四
頁
）
、
株
主
の
利
益
は
新
株
発
行

が
会
社
支
配
権
の
維
持
・
獲
得
に
利
用
さ
れ
る
場
合
に
は
．
著
し
く
不
公

正
な
方
法
に
よ
る
も
の
と
し
て
商
法
二
八
○
条
ノ
一
〇
で
新
株
発
行
差
止

に
よ
っ
て
救
済
で
き
る
と
す
る
（
伊
沢
．
前
掲
書
ご
…
一
頁
。
近
藤
・
前
掲
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三
五
一
頁
．
同
・
会
社
法
演
習
皿
一
四
四
頁
）
．
し
か
し
、
新
株
発
行
の
無
効
は
、

株
主
、
取
締
役
・
監
査
役
に
限
り
、
発
行
後
六
月
以
内
に
訴
を
も
っ
て
の

み
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
（
商
法
二
八
○
条
ノ
一
五
）
、
新
株
発
行

無
効
の
訴
の
制
度
が
お
か
れ
、
ま
た
．
そ
の
無
効
判
決
に
よ
る
新
株
が
将

来
に
む
け
て
そ
の
効
力
を
失
う
と
さ
れ
て
い
る
の
は
（
商
法
二
八
○
条
ノ
一

七
）
、
新
株
主
・
会
社
債
権
者
と
会
社
の
間
の
法
律
関
係
の
安
定
と
取
引

の
安
全
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
取
引
の
保
護
の
要
請
に
よ
っ
て
、

新
株
発
行
無
効
原
因
を
妥
当
な
範
囲
を
越
え
て
制
限
的
に
解
釈
す
る
必
要

は
な
い
（
同
旨
・
菱
田
・
「
新
株
発
行
と
暇
疵
」
商
事
法
の
諸
問
題
（
石
井
照
久
先

生
追
悼
論
文
集
）
四
〇
五
頁
）
）
．
ま
た
、
新
株
発
行
の
効
力
が
、
こ
の
訴
に
ょ

っ
て
否
定
さ
れ
た
場
合
に
も
、
新
株
主
に
対
し
て
は
払
込
金
の
払
戻
し
も

な
さ
れ
（
商
法
二
八
○
条
ノ
一
八
）
．
そ
の
経
済
的
利
益
は
ほ
ぽ
守
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
が
、
新
株
発
行
を
有
効
と
す
れ
ば
、
旧
株
主
の
持
株
割
合
の
低

下
に
よ
る
支
配
的
利
益
を
填
補
す
る
た
め
の
有
効
な
手
段
も
な
い
ほ
か

（
菱
田
．
前
掲
四
〇
七
頁
注
八
、
清
水
（
巌
）
・
前
掲
二
二
三
頁
）
、
慎
重
決
議
を

欠
く
新
株
発
行
は
新
株
主
の
配
当
等
に
関
す
る
将
来
の
利
益
さ
え
危
う
く

す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
清
水
（
巌
）
．
前
掲
壬
…
頁
）
．
ゆ
え
に
新
・
旧

の
株
主
の
利
益
衡
量
に
よ
っ
て
も
、
有
効
説
に
し
た
が
う
こ
と
は
で
き
な

い
。　

ま
た
、
小
規
模
閉
鎖
会
社
の
新
株
発
行
に
つ
い
て
は
、
商
法
が
本
来
予

定
し
て
い
る
大
規
模
公
開
会
社
と
は
別
異
に
解
す
ぺ
き
で
あ
り
、
前
者
に

つ
い
て
は
、
有
効
説
を
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
説
も
あ
る
が
（
栗

釦
徳
子
．
「
閉
鎖
的
株
式
会
社
に
お
け
る
新
株
の
発
行
と
株
主
保
護
」
立
正
法
学
九

巻
三
閥
四
号
九
二
頁
お
よ
び
一
〇
九
頁
）
、
同
一
の
条
文
に
つ
い
て
、
そ
の
規

制
の
対
象
と
な
る
会
社
に
よ
り
、
全
く
異
る
解
釈
を
行
う
の
は
無
理
が
あ

ろ
う
。

　
最
後
に
折
衷
説
に
つ
い
て
は
、
集
団
的
な
法
律
関
係
で
あ
る
新
株
発
行

の
効
力
に
相
対
的
な
取
り
扱
い
を
す
る
結
果
と
な
る
こ
と
（
大
隅
・
今
井
・

前
掲
書
さ
二
九
頁
注
一
）
、
新
株
発
行
の
効
力
が
そ
の
発
行
の
時
点
で
は
な

く
、
新
株
発
行
後
流
通
に
お
か
れ
て
い
る
か
否
か
な
ど
の
後
発
的
事
情
に

よ
り
そ
の
有
効
・
無
効
が
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
こ
と
（
菱

田
．
前
掲
四
〇
九
頁
）
、
相
手
方
が
不
特
定
多
数
で
か
つ
頻
繁
な
譲
渡
が
予

想
さ
れ
る
新
株
に
つ
き
そ
の
効
力
を
個
々
に
判
断
す
る
こ
と
に
よ
る
混
乱

の
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
（
加
藤
・
新
証
券
・
商
品
取
引
判
例
百
選
一
五
頁
、
清

水
（
巌
）
．
前
掲
一
三
三
頁
）
、
新
株
が
当
初
の
引
受
人
ま
た
は
悪
意
の
譲
受

人
の
も
と
に
あ
る
こ
と
の
確
定
や
仮
処
分
の
措
置
が
困
難
で
あ
る
こ
と

（
加
藤
．
前
掲
商
法
の
争
点
一
五
三
頁
）
等
々
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
．
し

か
し
、
「
会
社
の
側
に
も
株
主
の
側
に
も
新
株
発
行
の
部
分
的
無
効
を
否

定
す
る
理
由
は
な
い
」
と
の
折
衷
説
の
主
張
（
鈴
木
・
前
掲
書
…
二
四
頁
）
は

首
肯
し
う
る
し
、
有
効
説
に
立
つ
と
必
然
的
に
あ
ら
わ
れ
る
矛
盾
を
解
決

す
る
た
め
の
解
釈
を
す
す
め
て
い
る
点
は
評
価
し
う
る
と
思
う
。
ま
た
、

最
後
の
二
点
に
つ
い
て
は
、
大
量
の
株
を
引
き
受
け
た
「
一
部
の
者
に
対

し
て
だ
け
処
分
禁
止
の
仮
処
分
を
行
な
い
、
そ
の
部
分
に
つ
い
て
だ
け
新

株
発
行
無
効
の
訴
を
起
こ
す
…
…
」
（
鈴
木
・
前
掲
書
三
二
四
頁
）
こ
と
に
よ

れ
ば
、
そ
れ
ら
の
不
当
な
結
果
は
緩
和
さ
れ
る
．
し
か
し
、
こ
れ
が
有
効

説
を
前
提
と
す
る
た
め
に
、
そ
れ
に
対
す
る
の
と
同
様
の
批
判
が
成
り
立
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ち
う
る
の
で
あ
っ
て
、
少
な
く
と
。
も
こ
の
限
り
に
お
い
て
折
衷
説
を
と
る

こ
と
は
で
ぎ
な
い
。

　
し
た
が
っ
て
、
二
八
○
条
ノ
一
五
の
新
株
発
行
無
効
の
訴
の
原
因
の
解

釈
に
関
し
て
は
、
判
決
の
立
場
を
と
る
べ
き
で
は
な
く
、
有
効
な
取
締
役

会
決
議
を
経
な
い
で
代
表
取
締
役
が
行
っ
た
新
株
発
行
に
つ
い
て
は
、
無

効
説
を
と
る
べ
き
と
考
え
る
．
　
　
　
　
　
　
　
　
鈴
木
千
佳
子
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